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　日本の政府・文部省が「国際的批判」をどめように受けとめたかは，’1983牟

6月30日に中教審から支部夫臣にた熔して教科書制度丁改正］に関する主式答

申が出されたごとゴいとれを受けて自民党文教蔀会幹部会↓支蔀省が7月28日ま

でに「教科書法⊥制定に向けてその立法準備作業に入る旨を決定したゼとジ

等々にまり；“ずでに粕当明らがになった。つまり；よ一り具体的庭いえぱ，・6・30

中教審答申め内容を分析してみれば，文蔀省・中教審ががの国察的批判をどう

受けとめたかを，’明らかecな’tうるゐである。合わぜて1983年め支部省教科書

検定め実態分析を行えば，そ¢i受げとあ方はいづそう鮮萌たなるであろ58し

かし，こうした分析と考察は，本論文「1の4」で行ったづもりなゐでジとと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ　ジ

でほ行わなし趣亡の序㈲で｝☆4980幕働頭の教科書問題に関連じ淀く偽い憲

つかの教育疎問題について，若干勧論汲してお・縄樋ずるδ堺諺鱈．

　　　　　　　　　　　　　　　＝鰯二　　　　　　　　　　，　　・’綜1’



教科書問題そのもののその後の展開をみておけば，つぎのようになろう。

　6・30中教審答申が出て後，自民党の後押しで文部省が「教科書法」制定に

向けて急速度で動いていることが知られる。・10月6日にば瀬戸山文相は「現在

の教科書検定は規則でやっており問題がある。教科書｝ま国民全体に重大な関係

がありもう少し国民が関与したものであるべきだ’。そのため教科書の内容，検
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
定について法律で決める必要がある」と語ったという6

　1982年6月暮から同年9月申旬頃までにかけての「国際的批判」は，くり返

しのべているように，たんに80年代文部省検定による歴史の改ざんだけに向け

られた批判ではなぶより広く深く80年代弓本の国政一e教育政策の全般的動向

に対して向けられたものである。その批判は，80年代日本の国政・教育政策に

対して，戦争責任の自覚をあいまY，・にしないように，戦後日本の政治・．文化・

教育などの根本的あり方は日杢国憲法t’教育基本法）33どに示されているからe・

そこから逸脱してレまうことのないように・強く求めたものと解されなくては

ならない。・

　しかレ・それにもかかわらず・最近（「国際的批判」の鎮静後）の教育政策の動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんし
向は，そうした「国際的批判」の指摘・示唆を真摯に受けとめようとするもの

ではなくeその指di　ri示唆に逆らうような動向である。6・30中教審答申・83

年文部省検定，「教科書法」立法化，等々を別にして，その他の施策にっき，

以下に概観してみよう。

きごξ最近ρ政廠衷部猶璽側の主な策動埠匂き，．あらかじめ列挙レてみれ購

およそ以下のよう艇なるぱ　一ら，：sゴ’　　／－t、　　、∴；、．．．∴．三

　7．8・　　　　　　　　　　　　　　　－15β〒



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書閲題一1の5　，一（勝野）

’「文教懇」の発足（83r・二6‘13）　　・Ol’口r・．．セ：1い壕凝郵≒・二．語‡，∫一・

　文部省が教員養成制度・F改善」で「教養審」・に諮問’で831婚・甫15）s’t：tt

　6・3制「改革」をめざして文部省内「連絡会議」が発足（83・7・，28）

　文部省が道徳教育の徹底で通知（83・8・5）

　学警協同非行対策の「発展」（83・7・．6～）

　これらの策動を総じてみれば，．以下にその内容を逐一具体的にみていくけれ

ども，つぎのような特徴をもっている。

・ 第’u‘　6多発し深刻化する校内暴力・非行への対策という性格を色濃くもって
　　　　　　（2）
いることである。非行対策として構想されていることは，いわゆる「管理主

義」思想による教育全般の再編成だといってもよいのではないかと息う。つま

り，教育政策のめざしているところは，子どもたちの校内暴力・非行に直面し

てe”これを「管理主義」教育をよ．り徹底させることによって「封じ込む」ことに

ある，と思われるのであ’る。このように書いただけでは，「管理主義」思想とは

何か，「管理主義」教育の思想構造は何か，をいまだ解説・解明してはいないか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ら，不透明な部分が多々残るに違いないけれども。しかしtt「管理主義」教育

なるものは，①子・どもたちの校内暴力・非行がよってくるところを深く洞察

し，その原因にそぐして非行克服を手助けしようとする教育ではなく，②「服

装の乱れは心の乱れ」という合言葉の下，服装等に代表される子どもたちの外

面的行動の規制に走りすぎ，それら問題行動を生みだした心＝内面に着目し

て，問題行動の内面からの克服を追求する教育ではない，等々の諸点で，，これ

こそが反省されなくてはならない教育である。教基法制の精神にでらしてみて

も，，それと根本的に相容れない「管理主義」教育が，政策的にPt’＊いよ普及・

徹底せしめられようとしているピといわなくてはならない♂　　、

i 第二。’教基法制の実質「改正」が急速にすすめられようとしていることであ

る。文部省による学制「改革」にせよ，「文教懇」の発足にせよ，’戦後教育の

見直しを意図したものであ丸，ミニざら：に☆F教員養成は燐で程萢」・・搭捺う教員

養成の開放制を手直互じ窪鯉ξする制度「改善」膠動きA熱そ禦鐸暴奪妄萢輿

一 15Z一　　　　　　　　　　　　　　　量9



・バL・　　　1；f　s．1－　　　．”‘JII．’

　しがじ，このような教基法制の実質「改正」の急速度での進行はジその背後に

は軍事大国化め国政路線があるだけに，かの「国際的批判」一に正しぐとたえる

道ではありえない。なるほど表面的には，かの「国際的批判」は一応現在’「鎮

静化」している。1982年夏のような状況にはない。しかし，80年代日本の国

政（これこそかの「国際的批判」を生み出したものである）に対する懸念は・とりわ

けて中国側からくり返して表明されているところであり，そのかぎりでも80年

代教科書問題は少しも決着をみていないのである。

　たとえば，社会党訪中代表団と中国共産党との第3回会談が9月28目に開か

れた際，中国側は「日本が経済，政治大国から一歩進んで，軍事大国の方向に三

進むなら大きな問題だ」と，日本の政治動向を警戒の念を持って注視している
　　　　　　　　　　　（4）
ことを強調したといわれる。さらに，中国の万里副首相は，朝日新聞訪中団と

9．月6日に会見した際，「日本軍国主義復活への懸念が内外で出ていることを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
どう思うか」：の質問に対して；つぎのよう’に語ったといわれる◇

　「アジア諸国の間に，日本の軍国主義復活へめ懸念があるのは，大東亜共栄

　圏というととで大きな被害を受けた歴史的背景があるからで，当然のこと

　だ。これを責めるわけにはいかない。中国としては日本が将来，．軍事大国の

　道を歩むことがも一Lあれば，不幸なことだと思う。だが，たとえそうなって

も，中国は恐れない。」．

　中国は現在，80年代日本の文部省教科書検定に対する批判はしていない。し

かし，その検定批判をなさしめた「日本の軍国主義復活への懸念」は；少しも

解かれてはいない。ま・た中国側は，「大東亜共栄圏という’ことで大ぎな被害を

受けた歴史」，を少Uも忘れてはいない。つまり，中国eX；t・・さら忙はその他の東

アジアの諸国は，80年代日本の文部省教科書検定に対する批判をやめてはいる

けれども，・その批判を中止しているのは，80年代日本の教科書行政・教育政策・

国政の動向について，方向転換が始まったからと認めてのヒとではない6ある

熔ば，ぐ批判の効果に疑閥を持お始めたごとからかもじれないのである♂□已

　法う屯整警戒う・懸念㊧解消のためにも1’，日本の教育政策は教基法制の精神に

　80　　　　　　　　　　　　　　　　－1’58　一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一皿の5－（勝野）

立ちもどらなくてはならないql蚤れ匹も透染隷らず，三、80年代目本の政府・壊部

省は，反対に，教墓法制の実質「改正」’を格段に強力に押しすすめようどしてい

るのである。そして，東アジア諸国の警戒・懸念をいっそう犬ぎくする道を歩

もうとしている。まことに危険な道を選択しているといわなくてはならない。

　　　〔註〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一

　　（1）r毎日』83年10月7日付。　　　　　　　　　　　、

　　（2）ここで本来ならば，最近め非行事例を若干なり列記しておかなくてはならない

　　　が，機会をあらためて論及することにする。　　　・

　　㈲　「管理主義」教育の思想構造につい、ては，な岐阜経済大学地域経済研究所紀要『地

　　域経済』第5集（1984年度出揮≧ウなかで追o一て本格的に解明する予定であるp≡，

　　二㌶麓誓讃翼竃鶏選‡1こ翼霊；灘灘繍竃
　　は》岐阜教職瑠締究会辱随域鵠婿』（第8号泣踊年）⑳なふめ癖南藷鰹華垂

　　常化』の進行≡正愛知の載育』i実態分析≡一」で若干行っている。　　・　・ざ

　　（4）『朝日』83年9月29日付。．　　　　　　　　　、．
　　（5）r朝日」56犀9月7肩付。　　　　　　　　　　　　”　　・’　　　・　　　　∴｛

　　　　・一一，∴議三二　　’・L／　　　　　　　　　．　　・　・　　　　ニニ∴い　，、・’i　t：　〔詔

　　　　∴・㌧1　　　　＞　　　　1．t∵：1t　　・‘、　’fJ£㌶’膓と∵鶉、○ざご

　「文化と教育に関する懇談会」1の溌慰ジ1’1’．　　．：ζ：・、　：“：せ，コ、11L二

　（1）　戦後教育の反動的再編をめ．ざす策動は三．，1980．4代瞑入ろてま肇書に精

力的に次々に打たれている。その意味でs’ζの80年代・はいわぼ「教育の激動

期」だとみてよい。83年に入ってからでも，そうした策動は多方面にあらわれ

ており，中教審による教科書制度「改正」答申を頂点にして，，さ：まざまな手が打

たれてきている。そうした動きの‘…rつに，中曽根首相，の私的諮問機関として，・－

83年6月14日tc発足した「文化ど教育に関する懇談会」（以下「文教懇」）の設置

がある’。E戦後教育「改革」“にζの「文教懇」がどれほどの役割を果しうるかy

この点は予測が難しいけれども，この「文教懇」の設置目的には見逃ぜないも．

のがあるの旭これについても十分に注視してお・ぐ必要があるb　、　　「1，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　6月14日の初会合の席上ば首相は塚華璽顕う陸奄い蓑つじ潅sとレい繊塗磁．l

　F明溶域来の追いつぎ型蹴派鱗終鐵り淳痔分野縛⑲国際協纏磯学歴1高鹸

　　　　　　　　　　　　　　　　一一　m∬一　　　　　　　　　　　　　・　　斑



　r亡・こ1：1　　こ　”　！i　　’　　t／r：

3江ヒ社会声青少年非行な1どの問題に適切に対応しでじ《ぐだあにば，文花面でよ

　り一一層の充実した国家社会を築くこどが必要遊。’文花芝深ぐかかわる教育た

　ついて，21世紀に向かっての真の人間形成を図るためにどうあるべきかを自

　由に論議してほしい。」

　このあいさつの後，「戦後諸制度の見直し」の一環として教育制度の基本的

な見直しを要請し，具体的には6・3制の見直しをも要請したのである。文字

遁り「戦後教育制度の大改革」を要請したといってよい。ところで・この「文

教懇」の創設主旨をのべたものとみられる上記の「あいさつ」に込められた本

意は，これだけめ発言内容を分析するだけでは明らかtcはなちない。「文化面

でより，r層の充実した国家社会を築くこと」が意図されているから，現代日本

の国家社会を文化・教育の方面からとらえて，その「よりr層の充実」をめざ

そうといっていることになる。現代日本の国民大衆の意識・思想の「充実」

「改革」方途を探ることを課題とするのが「文教懇」ということになろう。

　（2）　中曽根首相が「文教懇」のような私的諮問機関の設置構想を打ち出し

たのは，83年6月3日のことであるが，6月8日には以下のように語ってい

窪．輔「改革」について「も。と掘郷ぽ（2雌縦でめ2咋紗・を考え

て，教育を見直したい」として長期的な「改革」構想の必要性を強調し，6・3

制見直し，「試験制度「改正」などをとおして，・①小学校では「思いやり」を

重視し，人間としての基本の型を教える，’②中学校では「協調」rを身につけ

きせる，③高校では各生徒の「個性」を伸ばす，などの教育を実現したい，

と。そし℃文相の諮問機関として中教審があるのセe，新たに首相の教育諮問

機関を設置ずることについセは，首相は「中教審は教科書，学習指導要領のあ

り方などを扱っている」とのべて，中教審は長期的なテーマを取り扱うのには

適当な機関でばないかのような考えを，暗に示していたのである。”

　（3）　なお，中曽根首相自身は「強い政治力で学制改革を実行する時期だ⊥

とさえ発言している学制F改革」二積極論者であみてs．tきの首相の姿勢が：「文教

懇」’；－i，，zstTの論議＆文蔀省内学制丁改革⊥問題「連絡会議⊥〈後述Σでの作業に影響

82i 一　160’一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一亙の5－（勝野）

を及ぼすことは避けられないであろう61首相ほ8S年19、月20’日㌘衆院予算委員会

で新自由グラブの山口敏夫氏の’「中学3’年ど高校3年という犬事な時期に受験

に追いまくられているから，t中・高を合わせて5年制にしたらどうか」という

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
提案にたいし「同感だ」ど賛成しながら，つぎのよう一に発言したというb「教育

問題では，公明，民社両党も自民党の考えに接近している。社会党の考え方は

わからないが，一度ゆっくり話してみたい。できるだげ共通め広場をつ・ くらSて，

強力な政治力でこれを実行してみたい。文部省も検討してきたがへっぴり腰だ

った。しかし，いまやそういう段階ではない」と。6・3制「改革」の大変な

強行論者であることを証肌てみせたものであり・「強力麺治力を使・て

これを実行したいという姿勢である。

　（4）　「文教懇」の発足に際して，『朝日』社説「『教育』で首相にいいたい」

（『朝日』83年6月15日付）は，いくつかの要求を出している。それは「教育が時

代の変化に対応しきれず，さまざまなところで問題をひき起こしている。子を

持つ多く：の国民が悩み，苦しみ，政治の力が改革のために正しく働くヒとを期

待している。首相が，この切実な願いを受けとめ，改革の道を探ちうとするの

であれば㌃異を唱える筋合いはない」ど前置きしながら，ぞうした首相に「心

してもらわなければならない点」の第一のこととして，つぎのごとをあげてい

る。　　，　　　　　・　　　　　　　　．　　－　　　1’　　　　　・　　　・

　「一つ。教育の現在の姿は，天然現象として生まれたのではない，というと

　とを忘れないでほしい。戦後の教育制度が米国の占領下で形づくられたのは

　事実だが，その後，1日本政府は着々一と手直しをっづけできた。6334制にし

　ても，その内容，運用のあり方は，．歴代の保守政権め教育政策によらて，今

　日のようなものになっているのである。教育の現状を憂えプ改革をめぎすに

　あたっては，そうした首相自身が負うている責任を十分に認識じた上で発

　言し，行動するのでなければならない6士　　　　　　：　：　　　　L．

tt 出されているのは，：P爽教懇苫で教育改革の道を論議する際に｝蕎イ憂跡べぎ

今日の教育状況をつくり出した七のが詰戦後教育港⑳恵の癒あるのが，義繊と

　　　　　　　　　　　　　　　一．．t6u・＿－　　　　　　　　　　　　　　　83i



　、㍗｛s）一・ン沽　　擁’：’？、ご蘇

：もCi萎ゆ戦後教育の£E手直嬉鎚を続けてきた歴代政府の教育政策であるのがド

ζの点を見定めてからにじてほしい；’という注文であるポこの『朝田社説ば，’

このような注文を首相および・「文教懇」につきつけながら5暗に，歴代日本政

府の「手直し」教育政策そのものへの見直しこそ必要ではないのかと，するど

く指摘したのである。事実，：今日の教育の危機的状況をっ叉り．出じたものがパ

戦後教育そのものという友鵬その継続臨F手直じよのヴえに立っ今日の教育

政策である迄とは，．何人と．いえどもけユして否定できないであろう。：：ぷ㌶ヨ

　　・〔註〕　　．　一ザ：　J　．㌍パに’1・：誤≡・戸き㌻ニパパ］註二．鯖く一

，一 罐1ぽ鵠誓1驚・∴品苦燕駆嶽㌍齢
　　（3）r朝日』83・tl・、9月21日Ne　　∵・＼ミン塚；㌍・㌧F・嘘☆ぷ・三喰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　パのり　　　　　　　　　　　　　　　つヒ　．：、．・，　，　，三、・，・・▽・いパい∵宗・　　　　　・　剖

　　　　　二　．　　二∴1て　　∴樽’ぱ・1・∂ぷ（鉛ぽ口≡5・．ぽP・

一教員養成制度「改善上踏間．．，、．．○○．．t’　一二t’，－4　　・．．・11、’

、1 （1），；教育職員免許法1∫晦E士をめざす文部省は。．．そのための第→歩を踏み

出し，文相が83年6月15日：，「教養審」にた恒して・E教員の養成及び免詐制度の：

改善について」諮問を行った。．同法が1949年に制定されて以来，文部省がその

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
本格的な見直しに乗り・出したのは，一今回が初めてである。’文部省は，：とくに83

年10月頃までの答申を教養審tC要望し，合わせてその席上，次期通常国会には

同法「改正」ノ案を提出する意向を表明した。文部省は1986年度から「改正」法

を集施にうつす計画であるという。．．：

・載養審Nの諮閲にあた弧瀬戸山文相は要旨つぎのようにのべている。・

．

「学校教育に関する諸閲題が複雑化している現在f教員の資質能力を高める

．

必要があるとの声力§強まクているが，、：已の声にこたえるには現行の教員免許

巨制度では十分ではない。高等教育の普及につれて教員免許状取得希望者も著

　しく増え，教員養成にとってとく喧要な教育実習など実践的’な指導力を養

諺醐P教育が獄凝轍撒嫌叉葱こピの灘激職の専問性を確鯨尉の

蕊蹴さ姦薄略制度醐め渥麟ぱ癒らない認三iil㌧

　批　　　　　　　　　　　　　　　　一磁一・



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野）

　以上が6月15日の教養審蓬め文相の諮問理由説明であるが云当日に提出され

た諮問本文磯員の戴泌矯糎の露庭嚇きヤ醐理宙」「酬すべ

き事項」の2つからなっている。その内容に言及すれば，それはまず「優れた

教員を確保し，その資質能力の絶えざる向上を図るごどは，我力S国教育の発展

のための基本的な課題である」’としたうえで，初等中等教育に携わる教員に必

要な資質能力として，広い教養，豊かな人間性，深い教育的愛情，’教育者とし

ての使命感，充実した指導力，児童・生徒との心の触れ合V㌫の6っを例宗し

ているσそうだとすれば，とりわけ夫学での一般教養諸科目め決り広い履習が

求められることにもなるが，具体的な．「改善」提案はむしろ反対方尚に向いて

しま・ていると思われる・と熟鱗藁ρな∂ミの「検討すべき事項」には・

　1，教員免許状の種類の改訂について，

　2，免許基準の改善について

　3，その他の改善検討事項について

の3項坤醐麺も・一「改善」の鯨が専門湘の履習皿善」遮かれて

しま・ 買警らである・その1では3醐の免許制を提案し・その2では・

専門科目の最低単位数の引き上げ，教職専門科目の科目数・単位数の改善，教

育実習の最低単位数の引き上げ，その履習の内容および方法の多様化・弾力

化，の4つを提案しているからである。果たして専門科目・教職専門科目をよ

り「充実」させるだけで，いうところの「広い教養」「豊かな人間性」「充実し

た指勒」泣の資質勧がよりよく繊されて・・畑命る・…の諮敵

のなかには内容的に矛盾はないと，果たしていい切れるのであるか。そして，

この教職専門科目偏重の傾向は，提示された干文部省試案」のなかではより鮮

明となっていくのである。

　（2）’さて，文相の諮問理由説明に続いて立づた宮地茂大学局長は，「文部省

　　　　　　　　　　　　　（3）
試案」（「諮問検討事項審議用試案」）を提示して，検討さるべき内容を説明した。

鷲≡1れ竺讐騨黙，三熟織讐響讐
　　　　　　　　　　　　　　　＿、臼＿　　　　　、　　ば



　ζ灘魏）　’一・『　ξ・・；i；’．ti　f’

以①三，親行の一級，：二級の2種類の免許制を3種類渚鬼，三大学院修士卒に上級

　　免許状；大学卒に普逼免許状・〈仮称）戸短大卒陪初級免許状（同）1を与え

　　ることにする。・、、

　②　教員免許状取得に必要な単位数を表1のように引き上げる。各免許状の

　　引き上げ分として，生徒指導p，特別活動研究などを共通必修科目として新

　　たに取り入れるδ．・：　1、

③必要．「教育実習⊥期間を表2のように増やす。

：④．特定の専門分野（英会話，企業会計など）で優れた社会人を確保するた

一t
め，教員資格認定試験の試験科目を拡充する。

　t三’『／［：Jr　l六二㍉□　　・　表1　取得必要単位数

i現 行 改 正

垣摂126ご・・ 1・・

　　　　　　　　44　L54　’

ゴバ毒’，　　　　　　　　　えニぷピ　ユ
　　　大学院卒t’－C6S・76（うち20～22は大学

議㍍　　　・・賑顕き）．　．臨1・

　　　”’　　七？　“’1・！よ・、呈　　　　　　　・．’一

、㌔ぺ・L　・

1・・

94（うち24は大学院で。但
し，大学院での取得の半分
は「実地研究」とする。但

副馴麟犠碁罐竺

表2　必要「教育実習」期間

”
J
s

汰，

2

了

べ1’

”

；一・．7，i三

現 行 改 正

［紅撃屡

・こ∴［嵩．・学∴護

4　　週　　間

2　、週　間

8　　週　　間

6　週．間

’ 以上の41点であるも文部省試案および大学局長説明を合わせてみれば，、その

骨子は以上のよう・になるが，いま少し文部省試案に立ち入って問題点を補足的

睡指摘b宝みよケ命’三三妻ぷ恒［兵一・“鳶・・：：篶廷・㍉　・㌫ご’三’：一　一　　／：tt／’　三・ミ

①み初級，．．普通，・．一上級の・3．　Pt類免許制にしたとき，現職経験を積むだけでは

　86　　　　　　　　　　　　　　　－164一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一　llの5－（勝野）

普通力4；．6上級会の上進はできない（2の（2）｝こいう「例外措置」廃止）。上進するた

めには「所定の教職経験及び大学院相当ρ現職教育にょる単位修得」を必要と

するく1の（1）のイ）。大学院修士課程修了をもってはじめて，普通免許状所有者

に上級免許状を与え，管理職への登用をはかる，、という方向での制度「改正」

である。

　②専門科目・単位数の「改善」は教職専門科目を中’亘に行うものとする

く1の（2）のイ）としており，一般教育はもちろん，教科専門教育さえ，，その充実

が等閑に付されている。著しい教職専門科目偏重の「改善4案で二ある。．その理

由として「専門職としての実践的指導力」「教育者としての使命感」を身｛ζっ

けることが重要だからとされてい：6．－tS　1，Q．（2）のイ）が，専門職養成のなか1では

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
「広L，N教養」の修得がとり勲：け大切である一ことが忘れられている。

　③　教育実習単位数導6隊8）・のうち・2・単位は教職専門科目で代え（1の（2）

のウθ）・2単位は事前指導等に充てる（1の（2）のウ困）から・実習校実習の必要

最低単位数は変わらないが，事前指導の内容をあらかじめ例示的に指示してy，・

る（1の（2）ρ：ウω）’o

　④教育実習未履習者の出現を予定して，免許状取得の予備的資格を有する

者をつくり出そうとしてい，る。教育実習だけは履習していないが，代わりに他

の所定の専門科目を修得している者を，それとして証明するという方法であ

る。　　　　　一一　　　　　．　・、

　⑤教員免許法「改正」案のなかで7一とりわけ重大な問題は・つぎの点であ

る（2、の（1））0　　　　　　　　　1　　　　，　・．　　　　　　　　　　・　　一

　「中学校及び高等学校の免許教科の種類については，今後における教育課程

　の変化に弾力的に対応できるよう．にするため，法律で定める教科の種類のほ

　か，．必要に応じ文部省令で免許教科の種類を加え当該免許状Q取得要件を定

　めること）biできるようにするζと」、　　　　　　　　；，

　この部分は，省令によ与く免許教科種類．の特定や免許取得要件の決定ができ

、るようにする，．とい1う織惑旗ら出た提案亘あゑδ由しもc¢曝案どおりの鱗

　　　　　　　　　　　　　　　・づ阜　　　　　　　　　　翼’



　’∵i：r　『ご・1「・：

法が制定されたとす．る．な｝らば輌．文部省が政治的㌔行政的な思惑から自由自在

縛免許教科目を特建し亮：りぞの単位数を決是じた痂渉る轡をが癒ぎるまう恒

なり，結局のところ；教員養成の開放制の原理がくずし去られ，文部省にょる

教員の思想統制（資質能力の方向づけ）が格段に徹底することになるであろう。

「専門職の養成基準は専門職自身が設定する」という原則からさらに逸脱し

て，専閂職養成の行政支配がいっそう進行することになってしまう。

　文部省試案は以上の5点に及＄問題をも内包するものであるが，’大学局長説

明の内容にまで及んでの問題点の指摘そめ他は，機会をあらためて行うことに

しよう。

　（3）『毎日』の解説「道徳教育，先生の卵にも普及」〈『毎日」83年6月16日付）

は，．今回の文部省こ教員免許制度「：改正⊥案が，同省による最近の教職員統制

策’（教科書統制，人材確保法制定i主任制導入，も研修強化，1等友）の一環に位置つく

竜のであるととを指摘しながら；下今回の文部省改革案と同様のことはすでに

・昭和47年て1972年），同審議会カミ建議している。その後11年間も免許制度の改革

を見送ってきた文部省がこの時期に改革に踏み切った理由」を問題にし，そめ

理由として以下の3点をあげている6r 　　．　tt　：el”；’

　二①・昭和40（1965）年代，．深刻だった小学校の教員不足がよう1やく解消され，

　・：’教員の需給関係が落ち着いてきたこと，

　②　最近，大学院修士課程修了の教員が増加し，学校現場でも大学院卒業者

　　にそれなりの「特別資格」を与える必要が生まれたこと，

　③　教員に対する国民の批判が高まり，文部省が「免許制度改革の時節到

　　来」］2判断したこと，・　　－一

　以上の3点であるが，とくに第三の理由を「重要」とし，これについて「文
’

部省改革案の下敷きにされた自民党文教部会・教員問題小委員会め提言が，免

許基準改正の目的を『教科のみならず，道徳；特別活動などの領域を自信をも

⇔迄担当し，・実情に即した指導ができゐよう柘基本的素養，能力を身につけさ

醐セ圏鷲縞・ると勘・ら翻二勘ξ殻う鱈激員志望学生悶す磁徳

　“88　　　　　　　　　　　　　　二狛6←　　　　　　　　　　　　’



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一正の5－（勝野）

教育強化の面が含まれ嘩＼委璽は確か↓蔭嚢織嫁て蛉ゑ沖免許制度「改正」の

ねらいのPづに「教員養成課程のなかでの遊徳教育の充実」が含まれているこ

とを，きびしく指摘したものである。なおこの記事は，免許基準を引き上げれ

ば教員養成大学（学部）の学生が有利になるから，「一般大学にも広く教員の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
道を開いている現行の『開放制』とのかねあいも問題として残りそうだ」とい

う指摘で結ぱれている。「道徳教育の徹底」が，小∵中・・高の教育だけでなく，

大学の教員養成教育にも及ぼうとしていると，つよぐ警害じ売：もあである。

　（4）　ところで，ここで提示された6・15文部省試案ほ，ぎぎ。にt校内暴力

など教育の荒廃に対処するためにほ教員の資質向上が必要だ」・とUせまと鋤ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
れた自民党文教部会・教員問題小委員套の提言に沿うたものといわれている♂

　自民党文教部会・教員問題小委員会が教員免許制度「改正」案の骨子を決定

したのは83年3月9違のzこ．Lとであつたが，その「改革」案を正式決定したのは

同年5月19日である♂その’r改革」案は，①道徳教育の充実などのため教員

免許塞準淀最法修得単位数）を引き上げる，②学校現場での教育実習は，教

員採用一次試験合格者にしぼって実施し，こ実習評価を採用決定に反映させる，

③大学院卒業者に現行の一級免許より上位の免許を与える，の3点を骨子と

するものであった。この自民党「改革」案の特徴の一つほ「教師は教科だけで

なく道徳，特別活動を自信をもらて担当できなければならない」という発想に

立bていることにあり；‘・そめたあに，・・r道徳教育の研究」の充実，生徒指導・

カウンセリング・学級経営などめ科目設置，’それによる最低修得単位数の引き

土げ，等々の1 「改善」策を盛り込んでいるところにある。

　この自民党文教部会・教員問題小委員会の「教員の養成，免許等に関ずる提

言」（昭和58年5月20日付うをみる≧，事実1さきの文部省試案と酷似しており，

そあ接近ぶりぽ驚く惰淀治ある。’もぱ慈逐一その内容をフォロピする婁でもな

いので，以下にその構歳だげを宗むておくごどにする。’　1．　．1．・E「”　”11㌻

　　　　　　　　　・！罵1ノρレ，・巴’．tt　．・1，’．．　・　　．『つ嵐・え品、tt

∴1一い・二t’t 　・　　　　　　頭ぶ‘で　s・縁二礫鰺・三

　　　　　　　　　　　　　　　＝鎚7＝・　　　　　　　　　　　　　．，



口’

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　（5）戦後教育改革の貴重な所産の一つである教員養成の開放制，これを，〈

ずすことにも、なりかねない今回の教員免許法．「改正」諮問に対して，きびしい

社会的批判が広く起こることは当然であるb　　　　’一

　『朝日」社説「性急な教員免許法改正避けよ」（『朝日』83年6月27・　a付）は，こ

の諮問内容に対して3点からの批判を加えている。第一は，その文部省「改

正」案にひそむ「専門教育主義」に対してである。「すぐれた教師をつくるた

め，専門教育を重視するというのだから，その限りではも⇔ともなこと‘といえ

る」と，．専門教育の充実には賛成しながらも，その「専門教育主義」に対して

以下のように批判している。　　　　　　一　、　．

　「だが，．それにもかかわらず，こんどの文部省の諮問には素直に賛成できな

　い要素がある。教師は専門家であると同時tZC，広い視野でものを見ることの

できる人麟。てもらわねぱ困る磯前の師範学校のようぐ・・はじめカ㍊

　員志望者だけを集めて特訓し，卒業したら必ず教職につかせるやり方を戦後

　改めたの↓齢そのためだった。一般の大学で学ぶうちVC，，一定の勉強をすれ

　ば免許がとれる。戦後の制度の根幹になっている，この『開放制』を，文部

　省の案は事実上｝否定，Lかねない内容である。きめられた学校で，きめられ

　た課程を修めた者だけが教師となる。そういう，画一化が，学校をよくすると

　は思えない。」

’ヒ1戦後の「大学での教員養成」を再び戦前型の「師範学校での教員養成」に逆

迦　　　　　　　　　　　一照一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野）

行せしめようとするパξの塞部省：1「改正」塞の復古主義を批判し食¢）であ萢牟

第二はiその強引かっ性急な姿勢に対して抵薮るぴ☆一一、．、．，．・－t、t．－t：　、バ

　「制度の基本精神にかかわるような案を（教養審に）突きつけてt，『通常国

　会に提出すiので110月までに答申をしてほレい』と迫る文部省の強引な姿

　勢に，納得がいかないのである。（中略）文部省はs，この問題をあくまで長期

　的な改革の一環として扱うべきで，余りにも性魯な取り組みは避けなくては

　ならない。」　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　”：ト：’．

　文部省の、「改正」案は自民党文教部会の「提言」を「大筋で受けいれたもの

である」がt’t「自民党の発想には，、常に日教組対策がひそんでいる」のであり”i

文部省にも‘．「教員養成の段階で自分たちに都合のいいように思想統制を加えよ

う，といっうヒ考えがあ⊥2・て性急／e強引にことをすすめよ〉としているρなら，

これは「許される範囲を超えている」といわざるをえないと，このように批判

してい竣吐第毒｝も，拳員がその専門的力量をどこでどのように高めるのか，の

観点からの批判である。教員がその専門的力量を真に高める場は，養成機閑の

なかというよりも，「ゆとり」のある現場実践そのもの，のなかではなし・曾か〆と。

　「教師は子どもを教えるだけでな≦，子どもから学びつr？自分も成長してゆ

　くのである。一人の教師が受け持っ子どもの人数を少なくし，現場で力量を

　高めてゆけるゆとりをもっと与える。そうした教師生活全体を通じての人材

　養成を，総合的に追求しなければならない。」一　　　　＿∴　、∵

　なるほど「学校教育の現状に不満や不安が高まっているなかで，教師一入ひ

とりの力量に寄せる世間の期待は大きい」けれども，その力量の中身は何なの

か，その力量Q自己形成をどgではかるのか，これについての文部省「改正4

案の理解は，あま9にも皮相に過ぎるのではないか，というIS±判である。、．一

・校内暴力・非行に直面して，80年代日本Q教職員eFl・より高度な専門的力量

が必要とされているpとは確実であるgしかし，そうレた専門的力量の形成ρ

た塵年，・直ちに教員嘆越吉免許璽制摩改垂蛮課題卓な1るヵ、鴎曼葬寡舅蓼嚢

る。．たとえば・現職の教職跡ど畑まど多忙のなカ、に追レこ込勢てい頂塵・麟

　　　　　　　　　　　　　　　　珊9＝　　　　　　　　璽



4　

　1．∨

の過重な労働負担ほ琶書坑・鞍れほ，ど正命下服秩序のなか庭深く組み込まれせ

教育・研究・思索の自由を制限ざれてじ注らそいるh’s，㌦ぞうじ売学校職場現実

こそ第”’・’eei直視されなくてはならないからである。このよ5な職場現実は，せ

っかく養成課程で身につけた専門的力量をさえ，発展きせ開花きせるどころ

か，萎縮させ摩滅させてしまうような現実だからである。より嵩度な専門的力

量の自主形成にとづそは，むしろなによりも，学校職場現実の民主主義的変革

こそ課題となろう。　　　　　　　　　　　・

’『毎日』83年6月16日付の社説「子どものための先生を」も；・文部省試案に

対してきびしい批判を加えている6この『毎日』社説は，「試案そのものが，

自民党の教員養成，免許制度の改革案を踏まえており，実現の見通しは強い」

と予想しなカミら；この試案に含まれる教員養成の閉鎖主義への傾斜を，以下の

よ：うに批判しているも　　　　　　　　　　　　　tt

”　Fこの試案のように制度が改められると，教員養成大学，学部の卒業生に免

・… 許取得者が偏り；1再び閉鎖的な教員養成の色彩が強まる。’学校と社会とのつ

こながり1ぽ，：現状では不十分で｝これからも学校を開く必要はますます強ま

　る。’やはり教員養成には開放型の基本を守るべきではないか。（中略）資格や

’㌧ 免許にとらわれて，子どもを忘れた教師ばかり増えては困る。専門の技術や

f知識も必要かもしれないが，それ以前に，一個の人間として子どもに向かう

　姿勢がなければならない。」

一

教職員の専門的力量の形成にと1って犬切なことは，要約しておけばジ第一

た，層 漬ず大学にfOhV：Nて「広い教養⊥「豊かな入間性」を身につけることで：ある。

そしてそゐたあに〆教員養成ゐ開放制の原則をより充実させるこどである。1す

でに現実に閉鎖制への傾斜カミっよくみられるがち，この点はよ・り強調されなく

ては寮らな礒Cl第三に，・学校職瘍現実のなかで，・その専門的力量をより高度な

もの迄自主形成できるように，教育労働条件を改善し，専制支配主義の学校運

轡蓬雛達議の薯れ1と改ある三ぎどで蕩：る齢これこそも’らとも差し迫つた課題で

湯ぢ轡巳恒注三・・ド”ヂぞ：・’∫ごデ：≡亘→戴㌧「－

　9瑳　　・　　　　　　　　　　　二i76L



E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一，1の5－（勝野）

｛ミ（6）‘㌶，晦日』社説厩差ものための先生を」は∫「1．’，6g：・頚文部省試案劉ま∬制

度ぐ改正が睦偏重もて；∵その点（どのiような教師㊧求めるカsヅがはつぎ・り．じな婿坐

と指摘じている。試案自体については，確かにそうである。しかし；てれほ

どに大幅な制度「改正」案が「どのような資質を向上さ簿るか」につき，あ

いまいのま｝まにしているとは到底考えられない。制度F改正」案（開放制の閉

鎖制への逆行をめざすもの）が向上をめざしている教員資質の中療を見定める1た

めには，やはり，これと並行して打ち出されてぎている各種の教育施策とつな

いで，この制度「改正」案をみておく必要があるだろう・。そしで，・：ぞのようLに

つないでみたどぎに，教員養成制度P改正」のめざすところが，下管理主義ぷ

教育の推進，さらにいえぱ801年代日本の教育全般の「「管理主義」思想による再

編成にあるジというこ、とが知られ：るであろう。こうした点は，以下の教育政策

動向の分析のなかで，どりわけ「道徳教育の再編成」の箇所をみれば，より具

体的に1明蔚が麿縢るぱずである。　　　　　　　　　　　’　1：’”　バロ　，｛iJ，＞

　　i（G）．－t　　　　　　．．　一’．．三1・1・…．EO・三．t，；

　　（1）教育職員免許法「改正」は，かつて1954年にも行われ恒⊆ξ態勘あ・㊤匙熱来な

．、ら29鯵り1埣る・　　　　1　　，　　一「
　　（2）r文部広轍昭和58年6月28日付。　　＾　　　　　『

一
㈲『教宥学術新聞』’昭和田年6月22日付。f’・：：‘→；：”‥

　tt’　　この文部省試案の構成は以下のとおり：である6≡．

　1　　諮問検討事項ξぼ噺試案㌃答ぷ
　　　　　　　　　　ドザペ
1，制度改善の基本的事募　＿．一，㌻　’t

亀ぽ羅欝諜禦筆につY）1

2，改善すぺきそ，の他の事項

ぶ磁書緩：ミ、己怠ぷ

’　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　 1 　　　　　 　・　　｝　、　 ： ・E．t

（4）この点にりいては，拙稿『教育専問職の理論』法葎文化社1瓠9Z6年ピ・　　　；

，（5）たとえば：『毎日』83ij　6月15日付；㍉・「朝日』同日付。　：　1，］　．▽1三・　　　’1’＝

　　　　　　　　　　　　　　　　・1ζづ　　　　・　　↓、ごIi’」ジニ『こ：t・t、・二

　　　　　、　　　　　　　　　　ゴノ：　　　　　　　　　I」・三ぷ
6・3制「改菓上をぬざ域文部省内丞連絡会議」の発’reZlふ穗嚢嘉憾庄巴、

（1）6・3制見直し論議め蕎ま1る翻さ言支蔀省ぼ蔚牽頴2頭語百震勧亮．　　、

NWt・　　　　　　　　　　　　　塾　．



　ほLr＾治㍉　　、　　1　　　・t”一

置じを主眼老ず蓄省丙プ膏ジゴク1÷≠戸去の初会合を開い淀琶この省内6泣3

制検討機関ほ，文部省の佐野事務次官を長として，官房長；初鞄局長㌍犬学局

長，管理局長，官房審議官，の6名で構成するもので，正式名称を「児童・生

徒等の急増，急減対策等連絡会議」という。この「連絡会Xコの下に幹事会

（課長クラス20名で構成）を置いているb7月22日の自民党文教部会ど同文教制度

調査会め合同会議の了解を得て発足となった。初会合の席上，佐野次官は「児

童’・一生徒数の急増，．急減期は教育諸制度の改革を進めるうえで各方面のユンセ

ンサスを得る好機だ。局を横断しで活発な論議をしてほしい」とその決意を表

明し，学制問題，学校施設・設備，入試制度，大学教育，私学助成，専修学校

のあり方など，幅広く検討していくことになった。文部省は従来i学制「改

革」に消極的姿勢をとり続けてきていたから，こうした本格的な6・3制検討

機関を設けたのは戦後初めてのことになる。

　（2）　文部省内には依然「制度より中身が大事」とする慎重論が根強いとい

われる》1，にもかかわらず「飾会議」を発足させる・とにな・たのには，・・

くうかの理由があるよう一である。

　理由の第一は，児童・生徒数の大幅な変動であり，その変動に対応した学校

施設・教員定数などの問題でいずれにしても文部省は再検討を迫られ・るζとに

なるからである。同省試算によ・ると，－10年後の児童・生徒数は表3のように

なる。文部省筋は「それならばこの際，，！学制問題を含めた幅広い検討をしてお

　　　　　　　　　　　　　　　（1）　．
くのが得策」と説明しているという。

表3　10年後の学齢児数

現在（19晦）1一 10年後（1968年）

3ぺ5歳児
小学生（公立）

中学生（同）
15歳児　　　　　　　子撒・’

18歳児　　一▽”

． 　　　　506万人三
一

　　4，163、“’　　　ぺ

　　　　　550

㎞蕊纂・嶽

　　　413万人

　　　951

　　　479
　　　174’　　・‘　　　　　　　　，こF

　　　200㎡　　　∈

v　　　　　　　　　c
下
☆

9雀
＿ 172一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一】【の5－（勝野）

一 理由∂第二は，層g社牢に中教審が学制下改革」1答申をまとあだのにf文部省

ぽ答申実現た淘あ勢ヲ］㌃池てV〈thい∫と恒ラ批判が自民党内かち出ている’ごと

である。かつての中教審の学制「改革」答申の骨子は，①4，5歳児から小学

校低学年までを同じ教育機関で教育する，②中i’高一貫教育を行い，コース

別・能力別の教育をすすめる）③小学校と中学校㌧中学校ど高校の区切りを

変える，④第一ステップとじて文部省が「先導的試行⊥に着手する，などの

点にあり，「画期的なもゐ」とも評されるものであった。：その後に文部省は，省

内に「教育研究開発室」を設置したりく1972年），別に「教育研究開発協力者会

議」を発足させたり（1972年）して，各学校段階の区切り方について検討を続

け，1976年からは「研究開発校指定制」を設けて指定校で「学習指導要領の枠

にとらわれない教育⊥を試行きぜてきていたのである。しかし，これに対する

上記のような不満：”批判が続出していたのである。そして事実，1980年12月4

日には官良党は「学制問題小委員会」を発足させ，文部省の「消極的姿勢」を

　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
改めさせる動ぎをみせていたのである。

　理由の第三は，「教科書中教審」とも呼ばれる今期第13期中教審がジ去る83

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
年6月30日には「教科書の在り方に関する答申」を文部大臣に提出していその

後は教育内容・学制の問題について論議することになったごとである。中教審

に諮問した文部省側としても，学制「改革」問題について検討をすすめ，中教

審の学制問題論議を「指導」しようというわけであろう。＼　　、

　理由の第四は，これこそもっども重大な理由であるが，いよいよ「戦後教育

の全面的見直し」が，学制「改革」を含めて，政策的テ’∨になってきている

こどである。その一つが中曽根首相が「文教懇」を発足させた（1983・6・13）・

ことである。その検討課題とするところは，すでにのべたとおりである。すべ

ての国民に機会均等に学校教育を受けることを保障しようという，三ζの戦後の

単線型学校制度6・3制ぱ，・多少め・「修コE」’はなされたものの，平等に広ζ学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く

校を国民大衆ec解放騰も畔じ理持されて齢触宏る。迭の撒制麟

でもが，1一ぴまや見直しの対象愚藩れダ文部省自身がその干改正止に向喉動欝

　　　　　　　　　　　　　　　　一⑰3－　　　　　　　　　　　　　　　　　95t



幽心齢けで鱗。違ごどセ桧重太窪局嘩迎え・織後教融駄の危蜘吐た

されたといわなくてはならない。もちろん，政策・行政の側のめざすところは，

単線型学制をやがて複線型学制に改めることにある。’．．’しかし，深刻な「落ちこ

ぼれ」現象などは事実あるとしても，、これを口実とする6・3制「改正」など・

到底認めることはできない。なぜなら，V＞わゆる、・「落ちζぼれ」・「授業につい

てゆげない」子どもたちの発生は，平等主義の6・’3制そのものが原因となつ

てのものではなくて；．その反対に，現行の6・3制に平等主義の観点かち・みて

欠陥があることから来ているからttである。果たLてすべての子どもたちが，

6・3制のなかで，平等に手厚い教育を受けることができているのか。「わかる

授業」「楽しい学校」がすべての子どもたちに例外なく保障されているのか・1

6・3制を支える平等主義理念のいっそうの現実化こそが課題なのである。

：・さらに理由の第五は，、’たんに自民党だけではなく，、いくつかの政党が学制

「改革擦耀出しt・・1さ鏑臓組の魏綬願佛畝鮪繊騨類
会」が『報告書』を発表した（『報告書』由晩ま83年9月10日）ことである6各政

党の学制「改革」ミ案い日教組制度検討委の冗報告書』内容5等々の吟味・検討

は，＾機会を改めて行わなくてはならない。

　《3）　その後の9月10日。文部省は・6・3制の見直しのため・84年度から3ヵ

年計画で「教育制度特別研究」事業を実施することを決定している。この事業

は，幼稚園から高校までの各段階の区切り方について幼稚園や学校に研究を委

託童るもので，研究テーマとしては，幼・小一貫教育の観点から，①幼稚園

で数字や文字を教える，⑳幼稚園で行っている情操教育を小学校低学年にふ

りかえるsま’た中・高一貫教育の観点から，③中学と高校の双方で行われて

いる旦本史，・∫世界史などの教科を再編・合理化する，②高校で行われている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ
習熟度別学級編成を中学にもとり入れる，などが考えられているといケ。　一

．

（4戊現赫6・、33：制’P改革」．に文部省等が積極的であるのに対してダ中教審

ぷ訟嚇麟むしる消極的姿勢を示じ写塾るこ占は，，ぎわめで興味深じw中教

審剛ロ8昧土i月運設置お癌趨繊育商容等小委員会」・・1はt，、鍵年9洞26日：・・’”学制

　⑳　　　　　　　　　　　　　　　一顕・一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野）．

問題に関して自由論議を行ったが，そこでは現行・6×3：制、にづぎ「区切り渚変
ー える抜本的な『改革』よりも，中身の教育内容を毒晦簾ヂ茎㌃畿善jhsajまし

　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
い」とする意見が大勢を占めたという。席上，6・3制「改革」tCっいて「教

育荒廃の指摘が，ただちに学制の改革論につながるのはど5’か」T先に区切り

め枠を作づて，そこに教育内容を押し込むのではなく，青少年期のどの時機に

何を教えるか1といbた教育内容から検討していくべきだ」など，学制「改

革」論に対する疑問の声が目立ったというb平等主義の6・i3制が戦後教育改

革の貴重な所産であるだけに，申教審めこのような慎重論そのものは注自に値

する。　　　　　　　　　・　　：’／　　．　　、・　’

　もっとも，この9月26月め会合では「3年ごどに区切られている現行の中

学，高校の学校制度を見直す必要があるとの意見が大勢を占めた」とも報じら

紅㌶事態馴轄鞘でほない．それvcよれぱ学制噸につき，

①就淳年齢の引き下げほ施設，幼児の生活慣習などから無理がある，②小学

校教育ぽ戦前からの伝統もあり，制度を変える必要は一ない，③児童の発達の

面からみて，小学校6年生は中等教育の対象にすべきだ，などの意見が出され

たが，中・高のあり方については「3年ごとに区切られている現行制度では友

情縮ぱuと硯直し論が糟を占めたといラcしかy・第13期嘩糎

員の任期が切れる11月16日までにまとめる「中間報告」のなかでは学制聞題に

ふれる必要はないとの慎重論も多かったという。いずれにせよ，学制問題の本

格的審議が第14期中教審で始められることになるだろうtとは間違いない。

　　〔副

　（1）「6・3制見直し急ぐ文部省」r毎日「』83年8月2目付。

　（2）’この「学制問題小委」のことについて臨拙稿r教育基本法制ξ教科書問題』

　　130ページ以下。

・

㌶箋㌫麟懇羅義ξ馨聾本の熱÷≡
　　房・1983年9月刊を指すc　　　‘　　　　　・　　　　　　　　・　　　　品㌻ジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廓｝

一
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　1ハ☆ご・レ…○㌧バー－t：ぶ1亨’、「：〉一

嶽；（・）噸日』蹄9“月・z日繊㌻・盤職轡購鷲畿紗濾遮衡
　　（7）『毎日』‘83年9月27日付。・／／’・、lll尊’：≡∵．・’∨’蚤誓・’ll　1．、1・Trfi’　　　　‘
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　道徳教育の再編成　　・　．　　．苛一・、1’江・’1；　　　　¶　’J・・艦

一（1）　文部省が道徳教育の強化・徹底ρ方針を打ち出、した⑳はパも．ち9うん非

行対策の一環としてである。．文部省として｝おまず83年8月1日に，、84年度の

新施策として，①小・中の校長・教頭を対象に道徳教育の宿泊研修を行う，tt

②都道府県ごとに小・中単位に2地域を指定し，あいさつ運動など地域ぐる

みの道徳教育を推進する，③地域の実情に合わせた児童・生徒向けの副読本

をつくる，という方針を固めた。．管理職研修，学校・家庭連携推進校の指｝毒制，

副読本繊，。の3tueeの実行であ㌢そして，文部省は8月5日，初め略

都道府県教委にたいして，①標準時数（年箏時間）f通り道徳時間を確保する，

②道徳教育についての全教師の共通理解を深めるため校内研修に努める，③

道徳の指導資料を充実し計画的活凋をはかる，などの道徳教育の徹底を求める

通知を出した。　　　1’　・二ご　’　t’

　　※　文部省の3施策の詳細について。　一　、．　　　　　　　　　　　　　　　＿
　　　管醐研修・れまで噌醐研修ぱ雄理運営納のみで・飾・・1う「教科」

　　研修はこれが初めて。これまでは，道徳が特設さPticときから5年後の1963年からの，

　　一般教員を対象にした道徳教育指導者講習会だけ。文部省は「道徳教育がうまくいく

　　には，とくに校長らが目的や意義をきちんと理解していなければならないため」とこ．

　　Q管理職研修開始の理由を説明している。　　　　　．　　．　　　　　　　一

　　　．地域ぐるみの道徳教育推進47都道府県ごとに小，中の一校区をモデルに指定し，

　　学校，家庭，地域の連携で道徳教育の拡充をめざす。具体的には，①地域住民に対

　　する道徳授業の公開，②校内区のあいさつ運動，清掃活動などの奉仕活動の推進，③

　　道徳教育のしおりの作成，④学校，家庭，地域の3者による道徳教育推進会議の開

　　催，などを行う。

　　　副読本づくり　都道府県教委に委嘱し，その地域の実情に応じたものを作成する。

　　『わたしの郷土・人物編』のような本で，郷土の偉人，先駆者らを取り上げ，児童・

い繊議斑柱活蓉減のた亮．：・’t’t「・二　・二〇，
；（2）道繊育め徹戯求めるこの＆・5通知は，瓢省が雛4脚昨全
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一皿の5－（勝野）

国の公立永・中学校合計約35，000校を対豪にUて準道徳教育実施状況全国調査」

二を行う一旨｝都遣府県教萎に遙知しiそiD集計結菓を15’月朱までに報告するまう

求めた，その全国調査結果を踏まえて出されたもめとされている。この全国調

査は戦後初めてのもので，文部省が「道徳教育が学校現場で十分に行われない

傾向がある一方，国民め間で道徳教育の充実を求める声が強く，指導充実のた

めにも実態把握が必要」ということを理由にして実施し，調査項目は，①道徳

教育の実施状況，②道徳教育に関する教員研修の実施状況；’③都道府県教委

での道徳担当指導主事の設置状況，など合計23項目に及ぶものであった。その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
全国調査結果を，文部省は8月5日に発表している。

　この行政調査を実施すること自体，文部省が「調査をきっかけに各学校が道

徳の授業の見直し，活性化を図ってもらいたい」とも説明しているように，す

でに道徳教育の徹底をうながすことになるがi’この調査結果をもとにして事

実，文部省は「道徳教育の徹底」の行政指導に乗り出したわけである。「教育

内容への行政支配」のいっそうの進行である。

　（3）多発する校内暴力・非行への対策として，文部省｝ま「道徳教育の徹底」

の方針を打ち出したが，その道徳教育の中身は何であるか。この点を探るため

には，さらに中曽根首相や瀬戸山文相の一連の発言をみておかなくてはならな

・Q・。というのは，文相は「非行の根源は米占領政策」・「教育勅語のどこが悪い」

などとのべ，首相は「日教組め闘う姿勢が校内暴力の原因」「日教組は政治的

に過ぎる」などとのべ，非行対策・道徳教育再編の方向をすでに指示し示唆し

ているからであるσ　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　，1

　瀬戸山文相の・83年2月22日の閣議後の記者会見での発言は，要旨つぎのと
　　　　（2）
おりである。　　　　t’t　　・

　「（深刻化する青少年非行，校内暴力の）一番深い根は占領政策の影響だ。」「あら

　ゆる過去の道徳，1習慣，歴史，伝統などを破壊するのが占領政策め指令であ

　1りい米国好みの国民庭裾り浅麟苦歩と病うものだぢ走這滝綱ごほ非常に誕へ

1ところもあるが，こ国に：ほ歴史ζ嵐土；，・国民性が逐’り蘂泌ずし三も幸ぜ洗齢淀

　　　　　　　　　　　　　　　・一泊7・一　　　　　　　　　　　　　　　鞠9



　、．迂・1，一｛ll’ミ　　　　t”・

燕蚕謬限脚・・初辺搬本的醐めぷ麟附ない・」「親歓切に
　することを書いた教科書もない。そういった教え方はいかんというのが占領

　政策だった。それが教えられていれば，青少年の非行はもっと少なかったと

　思う。」　　　　　　　　　　　　　　　　，

　ここには非行対策としての道徳教育の内容的骨格カミ何かがすでに明確に示さ

れているのであって，．いわば「管理主義教育の徹底」がめざされているといっ

てよい。「非行の根源は米占領政策」という認識は，戦前の教育勅語体制にか

わ．る戦後の教基法制の誕生こそ校内暴力・非行を多発せしめている原因だとい

う認識であり，したがって非行対策としては教基法制の見直しこそ必要だとい

う認識である。「破壊」された「過去の道徳，習慣，歴史，伝統」などを復活・

復元させるζとによって，非行対策とし，道徳教育の内容としなくてはならな

y・y，という認識であるQ、戦後教育改革によってはじめて，人権主義・民主主義の

教育法搬ミ類熱婬す嬬こ嘩育法制こ緋砂発の原因だとするこ
とによって，滅私奉公主義　i1国家主義の教育を復活・復元させることで非行対

策としよう．という発想であるo、t，

　だから文相は，翌2月23日の，文部省各局長ちを隼めた臨時省議で「校内暴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
カe・ついて終戦前と戦後の比較を行う旦とを指示し・暗に「戦前教計礼

賛」することまで行ったのである。文相は「小，中学校で憲法Q．大原則だけを

教えても仕方がない。昔流の簡単な教え方がないか・研究したらよい」との見

鯉乱た…われる》1漬撒育な・・しは人㍊育の峡に・・て新克服

をはかるのではなく，戦前の臣民教育のなかでの手法に学びながら非行対策の

参考にしようという輌戦前臣民教育の復活をはかっていく意図を示したのであ

る。戦前の「管理主義」教育の手法に学び，それを復活・再現しでいく，その

方向での道徳教育再編成である。

　（4ジ校内暴力・非行の内面からの克服（教育的克服）をは．かるためには，一

人ひと拳ρ子渥もに直接娯接触し叉い多教職員の、「教育の自由」を認め，それ

こら教職員の意見・要求がよ・く尊重ざれるs”そうし女民主主義的学校運営が創造

　、裏OO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－71路・厨



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野）

ざれなく三（ぱなち叛い。：一人ひ已りめ教職員の「権威」を認めることなし麿尾三

内面からの非行克服を達成することは到底でぎない。　’：　　　　　　　1－：・”’

　どころが，道徳教育の再編・強化・徹底という「管理主義」教育の，よりい

っそうの推進で校内暴力・非行に対応しようとする文部省筋は，この「管理主

義」思想を教職員管理の分野にまで貫徹させようと匂教育の行政支配の体制

のいっそうの整備・確立に乗り出している。　　一「

　1983年3月10日，文部省は，47都道府県・10指定都市の教育長を緊急招集し

て「全国教育長会議」を開き，各教委が学校の管理運営体制を総点検するよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
うs生徒指導・道徳教育のいっそうの充実に取り組むよう，強く指示した6と

くに同省は，席上，各教委が学校管理蓮営体制を総点検ずる際の「点検項目一

　　　　　　　　　　　　　（5）
覧」を作成b配布じたと駅おれるも：ぞとでの鴇宗内容ば；’．◎1校内暴力が発生し

ているか，その恐れのある学樹齢うい℃教委が学校の管理運営体制を総点検

する，②校長を中心とする全教職負の協力体制の確立，③問題を抱える学校

を教委が重点指導する，④出席停止措置などのあり方の研究と実態を調査す

る，⑤学校と関係機関との連携強化，⑥各教科・道徳の指導の充実，め6点

に及んだという。各教委の行政指導の下，各学校の校長一主任＿教職員といつ

管理運営秩序をいっそう整備・確立し，そめ秩序の下で生徒指導・道徳教育の

徹底をはかるよう，t強く指示したもめといえよう。

　文部省はまVt　・’「学校現場め管理体制整備の“環」として，・，83年9月27日から

同年11月1日まで，小・中・高の教務主任を対象にし℃長期合宿研修を行うて
　（6）

いる。1976（昭和51）年の主任制導入以来，文部省が主任研修に本格的に取．り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
組むのは初めてのことであるb・文部省側は，各種の主任のうち，教務主任に限

つて研修を実施する理由について，「主任の中核として学校の管理運営に自覚

と責任を持ってもらうたあ」「学校の管理運営，カリキュラム編成，9生徒指導な

どすべての分野で，校長，教頭を補佐ずる立場にあるため⊥など老説明してい

る・というδ実際にこれに参加する巌務主任数は）小学校100人，1坤・高校各5UX，

計2・・人に過ぎぷけれども，文eseカlg；．綾噛頭醐働鋸齢勝・中

　　　　　　　　　　　　　　　ご萄9⊆’　　　　　　　　　　　　　罐f
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興鎌願97・鞭より），’，都道府県鱒蝉研修（・98・鞭より〉な’ど醐・き

続いて，1983年度からは教務主任研修にまで乗り出した’ことは，いま一歩深く

学校内部に入った研修を開始したことを示し，教育への文部行政支配がさらに．

すすむことを意味している。そして，この教務主任研修の目的についても，「校

内暴力・非行に対処するためその指導力向上を図るtgめ」といわれている。そ

して，さらに文部省は，1984年度からは，各都道府県と政令指定都市の教委が・

実施主体となって，新任教務主任研修（年間6日間，教務主任の役割とか道徳教育・

生徒指導の方法などに関する）を行うように行政指導し，この研修経費の半額を

補助病計耐立てた…われ薯．文縮の微鱒の下，髄府鷲教委に

よる教務主任支配が開始されることを示すものである。

　・（5）深刻化し多発している非行への対策は，文部省など行政側の場合，す

でにみてきているように「管理主義」教育の推進ということである。このよう

な非行対策に対しては，当然に，きびしい批判が各方面から加えられることに

なる。

『毎日』社説「学校の改革を進める視点」（r毎日』83年4月19日付）もその一つ

であって，それは「道徳の高揚や生徒管理の充実が共通した方向になってい

る」政府の非行対策にっいて，．こうした対策は「あまりにも皮相であり，対症

療法的であることに不満を覚える」、と書き，っぎのようにのべている。

　　「（政府の非行．対策について）・私たちが不満を覚えるのは・学校そのもののあ’り

方，いわば学校観をそのままにして，子どもの道徳性の強化だけを前面に出

　．しているからだ。中学に非行が集中する第一の原因が，授業の落ち．こぼれに

、ミあることは，さまざまな調査からも明らかである。落ちこぼれを生む教育課

・’ 程をそのままにして，非行対策が効果を上げるとは考えられない。一最近増え

　ている登校拒否症も，むしろ学校が原因という指摘もある。自閉症や無気力

　症などに悩む子どもも多くなった。家庭や子どもを非難してもどうにもなら

虫蛭撒嬢鬼瓢遮聾酬幾旋砿こ断踏埜郵す碩因
坤婆るρ力薄寮鯛唄宏：る必要力済香。」㌶・▽　・t，’：・’，’・，．’t・‥・こ．ニジ　：畠∴，

　　102・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一：一：1印Σ一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野）

1非行への対応策と涯淀ばP教育課程め改善d亀そ急務だとする主張である刺’

この『毎日止社説は「校内暴力δ：非行にど5対応するか」の問題匿ついてi・、よ

り重要な方法論的示唆を与えるもめである。というのは，校内暴力・非行とい

った「子どもの不幸」．に接したとき，もらとも大切なことは，「家庭や子ども

を非難して」対策を立てる（この筋で出てくるのが「管理圭義」教育の推進’道徳教

育の徹底等々であり，すべて子どもの「利己主義」に非行発生原因を求めているとみら

れる）のではなくて，「学校のどこに子どもを不幸にずる原因があるのか」を解

明することでなくてはならないと，．．はうきりと指摘しているがらである・6・．．まず

は学校内にその原因を求◎なくてはならない，そのうえで「学校を変えなけれ

ばならない」孝いう主張である。学校は，子どもの不幸の原因を子どものなか

に見っけるのではなく，学校のなかに，学校での教育のなかに，深く探索しな

くてはならない。子どもたちのための学校であり，子どもの幸せをこそ保障す

べき学校であるなら，学校は子どもたちを不幸に追い込んだ原因を，まずは自

分自身のなかに発見し，その変革に取り組まなくてはならない，という主張で

ある。

　そのように考えたとぎには，「道徳教育の徹底」「学校管理運営秩序の整備」

ひいては「6・3制の見直し」等々の「管理主義」思想に立つ非行対剛ま，す

べて転倒した発想から生まれている対策となり，かえって深く人権主義・民主

主義の思想に立ちもどってめ学校改革こそが差し迫った課題だというごとにな

るであろう。

　（6）　ところで，いわゆ’る「管理圭義」教育なるものは，非行の内面からの1

克服をめざすもの小うより澗蹄聖を取り縦り処罰するど・・う触の

「教育」であるから，学校が極あて警察に似た行動をすることになる。「管理主

義」教育の推進校は，したが？て，非行の発見・摘発に全力をあげることにも

なる。ときVCは，非行を自白させたり，非行仲間について情報提供させたり，

極めて警察的な，ヲ隊育的で卑劣な手段を弄七で非行の撲滅をはかあうとする

ま5になる。ζのようになる遊薄も、は禄学校が警察力現努けが渤職尋なる讃

　　　　　　　　　　　　　　　　一．t81’－　　　　　　　　　　　　　　　　　　1侮，
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曇廷護，㌻蕎ρ結果，、，非行対策㊧名，目で警察と4）連携を強め〉ジ「間題児’一・’“覧表」
竃・一φ“‘

を作成して警察に手渡すような己とまでするに至るウ蛭主三t－　tt：，．1　べ

t

t最近になって学校側からの警察への情報提供が広く行われていることが明ら

かになり，大きな社会的問題になっている。いま，その種の事例のt部を示し
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）

ておけば，たとえばつぎの表4のようになる。、いわゆる「学警協同」の普及で

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　・

　　　　　　　　　　　、表4　児童・生徒名簿提供の実態　　　　　　、

提出県陣供状況1 提供’方一法 1開嫡期 1内　　容

青森 弘前市の小・中校 少年相談センター一括 ’53年かち

昨年まで
生徒名簿

秋　田

　・

小3，申8，高39校

‘

生活指導連絡協で一括
または個別

数年前 PTA名簿（職業

嬬藁議2校

山　形 27高校 〃 10～5年前 生徒名簿．

福島 　　　　　　　1ほとんどの高校 学警連などで一括” 数年前 〃

神奈川 相模原市の小一・’中
F

学警連で一括一い
＼

1年前 〃

　　　　　　　’レ　㎡　、・二’

富山

校　　　　　　　．～

ほとんどの公立高’
一

個別1
タ　　P　　　　　　　’

ら0年ごろ
　　　　　’

生徒名簿，うち9
校が顔写真提供

長野 35高校 生活指導連絡協で一括 6年ほど前 生徒名簿
・または個別’一　・　　ト　　＾’　、↓　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨

岐阜 中50，高70校 学警連で一括 8～4年前 ll　　　　　．

替岡 ほとんどの小，中， 市教委または学警連で 数年前 　　　一’
〃

、
高 一括　　　　　　　、

A

愛知
1

中50，高20校 学警連で一括 45年ごろ，
在校生名簿　　．　一，　　　　　，、‘．

三重 中37，富14校 〃 5工年ごろ 生従名簿

滋賀 一部高校 個別 数年前 〃

鳥　取 一
部中学と，，ほと 学警連などで一括 3，．4年前 〃　　　　　　　　、　　、

んどの高校・
、

1

，’．島　根一

中・高約6q校
学警連の席上など　タ 30年前半．　　　　　」A 〃（職業を含む）

岡山 　　　　　　　　1

一部中学 少年補導センターなど 最近 〃

ひ、
を通じて’　　　　　・ ：

佐賀．　　・ 中3，高33校
学警連経由または個別　　　　　　A

約20年前 〃（職業を含む）

　、
熊本 　　　　　　　　’調査中　　’　～ 個別学

　　　　　　　　　　　一

55年以前 〃

、

　

ざ土掲炬毎日、止§3年楚週‡1日：付の調査結果によればい警察への「名簿提供」を

し苦いゐ学校は42都道府県㊥斑7県に及as，鍬田／・富山では生徒の顔写真まZ・

104　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－182一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：s　　　　　　　！
提供じて略る占いう6“そじて，”it報提供が始婁らだのは「校肉暴力が社会問題

化し始めた数年前からだが，組織的に一括提供しでセ、る’k’ζろも多ぐ蘂非行防

止の名分の下で，教育現場の人権感覚が少なからずマヒしている実態が浮き彫
　　　　（11）
りになった」と報じている。

校内暴か非行は確か醐題行動であり・きびyく劉さぬく熊ならな

い。しかし，教育的指導をどう加えるかの角度からこれに接近するとすれば，

問題行動それ自体に処罰主義でのぞむのではなく，児董㌃生徒を問題行動に走

らせて・や初要因繰く畢のでな恒・ならず・四嬢そり麺的行動

を生み出してYl　，b肉面的苦悩にこそ目を向けなくてはならない。そ・g）奥にひそ

むものは，たとえば「やり場のない不安・不満」であろう。そうした不安・不

満をそのまま相手，ときに自分自身にぶつける行為こそ，校内暴力であり非行

であろう。しかし，人間が社会的動物であるかぎり，その不安・不満・いらだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r
ちのすべては，その子どもたちをとりまく社会的環境がつくり出したものであ

って，不幸な環境が不幸な人間をつく．り出しているのである。そうだとすれ

ば，不幸な環境によってつくり出された不安・不満・いらだちを，それとして

認識し，不幸な環境そのものに立ち向かうエネルギーに，その不安・不満・い

らだちを転化していくように，指導を加えなくてはならない。これこそが教育

であって，こう、した筋の教育を加えることによって，児童・生徒たち自身が自

分たちρ問題行動を「誤・た行動」と聯できるように・その燗的頗を手

助けしなくてはならない。問題行動の起因は人間Q内画的苦悩にあり，、．その内

面的苦悩の起因は人間をどりまく社会的環境にあるb教育的指導はそのような

科学的認搬踏まえたものでなくてはならt”問題行動蜘罰謹酎応した

りt問題行動を封じ込むために「服従・順応の心性Jの育成をめざしたり1そ

うした対応は入間的な成長・発達を保障する教育的対応ではけっしてない。

　学警協同による非行の対策・撲滅が批判されなくてはならない理由はごとに

あり・「管理主義」教鯉麟魏趨酬さ填繰鯵蕪哩昧↓経
にこの点にある。．上述の筋に沿涜ホ非行克服をめぜ憤生活指導実践記録は渉で

　　　　　　　　　　　　　　　　・一峠183－　　　　　　　　　　　　　．趣碗



　べ聾　・己魯鯉．一一・垣’｝’・

睦撫表灘⊇響、轍基法制の繍に欄蹴瀬践例・鵬・
川漣鎌禦韻する噸す魏のであts6i，1・・．．・，t・；，・・’…一・…・、一・．－t

　　’　（it〕　’　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　”

　　（1）この結果については，『朝日』83年8月6臼付，『毎日』同日付。

　　（2）『毎日』83年2月23日付，『朝日』同日付。、

　　（3）『毎日』83年2月24旧付。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　（4）『毎日』83年3月11日付。　　　　・　　　　　　　　　　　　’一　　　　　　＾

　　（5）同『毎日』83年3月11日付によれば，そのチェック項目には，．対教師暴力を受け

　　嫌師の日ごろの騨施願会議嘩獣態・卒業欺どで必要なwaの警察
　　　との連携は適切か，主任の決定過程で校長が主要な役割を果したか，主任が十分機

　　　能を果しているか，道徳の時間eま適切に確保されているかb等々約50項目が列挙さ

　　．れてV・るという。．・’1　　　　　　　　　　　　　’・

∵・（6）r醐』準9月12HN・・　　　　　『一
、∫7）1976年度Q主任制導入以来の，、各種の主任の概数は全国でつぎのとおりである。

’『 　　’／　　　　　　　各種主任数

　

’
＃
．

＿・．　　’　　t

z↓、・，く　va－”t，’「　・aご・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・t　　　・
　　　　㌧．　‘　　　一　∨　い　　　　一

’・’1，：パ1一巳三・い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

・’ 磁紅1注。の蜘、必ず．も確た。もので燃r毎・」・’…F・垣9・付は

　　「全国3τ000人ゐ教務主任のうち800人を対象に学校管理，生徒指導の内容，方法な

　　‘どに関する講義，演習が続けられている」と報じており，参加者が800人となって

　　’，？’、る9．　　　・．　　　　　　T－　　　　　　　　　　　　　，

” ］9）t毎日』83年10月9’白付9“” 　　　　　　　　　　　　　〒

’一 醐表4は・r毎日』83年7月11日付より。同社による同年7月10日までの調査結果を

　　　まとめたもの。　　二　　・’　　・　　　　”　”　，J
：　ao．『毎日』，83年7月11日付。．

　囮　だとえば，若林繁太『教育は死なず』（正，続，続々，労働旬報社），能重真作

ε類瀧寧繁ゐ勲漬」そ戻莱社猶膏彦綾鏡服芝学波籔罰で民衆社），ゴぞの他言，ドtt

きづ嫡三瓠：1籔叢蜜蔀穫菌勤め1剋艮⊇絶望嗣ら希望へ←≒』・（民衆社・1983年）6，’『1’二

　106　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－184一

主　任　名 1入∵数
ご　巳

学年主任
’

106，000

ニー：

教務主任
37，00σ

保，健主事 36，000　・

庄徒指導主事・ 15，000
、

∴ 進路指導主事 14，000

〕　　F

　合　　計 「　2・▲…



教科書問題一皿の5－〈贋肇）

　　　　　　　　　　　　　　　　，㌔・己；Sビ：ぷ；∴，「1・ご

Fi：⊇誌麟｝擬鱗3；節；《続ぎ）・i．i・1982年文部省検定【ピ対宣る、こ．「層二・○ミ感

1．ト「’・「江’Jl・　・　∴　　　国際的批判の経過等（4）

　　　、，．・○∴．　　－1982・8・11・一’82・8．・・13－

　1982年6洞26日の中国・新華社通信の報道を皮切りに始ま，づだ，80年代日本

の教科書検定；教育政策・国政に対する国外からの批判は，やがて9月26日、か

らユ0月・1i日までにかけての鈴木善幸首相の訪中をとおして一応の「決着」，をみ

るのであるが，i82年8月中旬頃から二9月初めにかけ．で，この国際的批判はいよ

いよ広劫手厳い・ものに発展：じた6「80繍晦の鑓麟懲育行蹴・二

この批判からいったい何事を学んだのか」というこどが甚だ疑問になる昨今の

教育政策動向ではあるが，そうであるならなおさらs’この国際的批判の経過・

中身について執拗に追究を続けなくてはならない。このフォロFもようやく8

且13日分にまできたけれども，これからがいよいよ本番ということになる。引

ぎ続いてそのフオローを継続する。　　　　　　．　　　　　、

　　　　L　、　　　　　　　　ご

漕・’11　中国の法学者が「歴史改ざんは国際法に違反」’と指摘。

　中国の法学者・張友漁氏は，日本文部省検定による歴史改ざんに関して談話

を発表し，’「侵略」を．「進出」に改めたことは，たんなる言葉上の問題でも内

政上の問題でも、なく，日本が条約義務を守らない国際法違反行為である，と指

摘。また張氏ば「日本の経済は発展を遂げた。日本の一部の人がもしも，政治

の上で再び古い道を歩も5と夢想するなら，、こうした動向は注目に値する」と

警告・．’．　　　　　　．1　　ノ

8・11・『人民日報』が論文一「日本映画‘‘大日本帝国’｝は何を言おうとして

いるのか」を掲載。　　　　∴　1　　・　“　　「　　・

、醜鰺樋頗燭鯉羅蠣藁簗些鰹聖瞭嚢鱒庭義
が中甲練南アジアで雄瞭鰻瞭鎮㌧』麟な畢錠瞬毅類嘩聡

　　　　　　　　　　　　　　　＝熟．二　　　　　　　　　璽



て　一　’i　　　 i．

最犬の戦犯を，誇るべき英雄に描きあげ，東条英機の亡霊を呼び戻すことにあ

る。ゼのごとは，：…H本⇔部治翼力ぴつで妄想した“大東唖秩序”による大日

本帝国の亡霊を呼び戻すことにほかならない」と指摘し，さらに「中国の映画

関係者は，日本のこの反動映画の上映に強く憤りを覚える」とのべる。

　8・11　台湾で5万人署名。

　日本の歴史教科書改ざん検定に反対する台湾の大学教授・学生グ7W・一，プは，

台北市内で「旧日本軍占領下での残虐行為を忘れるな」との検定反対キャン

ペ＿ンを行い，そのなかで5万人の署名を集め交流協会事務所に手渡した。そ

れを手渡す際に同グIV・一一プは「日本政府が歴史記述の改訂に応じない場合は，

台湾と在外台湾人を動員して全面的な日本商品ボイコット運動を起こす用意が

ある」との抗議文をも手渡す。　　　　　－

　8・11　長崎市教委が来年度からの市内小学校の国語教科書に原爆記述がま

つだくないものの採択を決定。

　採択されたのは光村図書のものg原爆を題材にしたものは一つもなぐ，戦争

を題材にした「一つの花」（4年）があるだけ6現在使用の日本書籍のもので

は，原爆を題材にした「おこりじぞう」（3年）と「川とノリオ」（6年）・戦

争を題材にした「村いちばんのさぐらの木」（4年）と「お母さんの刺・（5

年），などがある。1982年7月中旬に，長崎市教委が委嘱レた40余人の現場教

師たち｝ごよって「教科書選択審議委員会」が開かiれ，：21対19で光村図書のも

のが日本書籍のものを上回ったが，約30分間の討論は「日本書籍は原爆や沖縄

の記述が多い。沙し偏向しているのではないか」との“部委員の主張に終始し

たという。1ttこの決定についての長崎市長等の発言から。

　　　本島等・長崎市長　8月9日の原爆忌で「核兵器をなくし，完全軍縮と平和を実現

二．することが，入類が未来に生き残る唯一の道であることを子どもたちに教えて」・ど教

　　師・父母・市民に呼びかける平和宣言を発表した市長。

擁羅藷謬墨認墨灘讃鷺纏験ζ課ξ瀦欝㌶㌶塁

ぽれ麟・誇∂諺紅わ滅多糠爆1ご痴《そ齢ぞおる教繕を選んで｝託じS汀

　t’OS「f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二186一



教科書問題一皿の5－（勝野）

寸 石田販』広島乎和教育研牢所理事長　パ三、、∵　、ill・、1rr：．∵『：tt　l・一”・「”

、「長崎屯教委は，従来から原爆を平和教育の雇点ζはしない，と言3てきたが㍗手

体を暴露した。あぜんとしたとしか言いようのない話だ。広島とともに被爆地である

長崎で，優れた原爆文学や原爆の記述が載った教科書から，まったく原爆に触れてい

ない教科書に乗り換えたわけで，一大変深刻な事態だ。’あまりに政治的すぎるう、え，教

育の良心を放棄する常識外の行為で，怒りをおぼえる。最近大きく盛りあがっている

反核・軍縮のうねりの中で，ヒロシマ，ナガサキを子どもたちに教えることが重要だ

という認識が再確認されつつあった。そこへ，長崎が教科書から原爆記述を捨てたこ

とで，全国の教科書採択にどんな波及効果が出てくるか心配だ。とくに問題の光村図

書の教科書は全国の6割近いシェアをもつだけに，原爆記述が全国的に消される恐れ

も十分にあり，長崎市教委に強く抗議する。」

　8，‘’12．・韓国外務省の崔東鎮アジア局長が後藤利夫公使（在韓日本大使館）に

「8月3日の韓国側の覚書に対する日本政府の回答がまだないのは遺憾である」

「速やかな是正措置を」と再度要請。　　　　・

　席上，崔局長は，教科書聞題に関連して韓国内の反日感情は日ごとに高まっ

ており，日本側が具体的な回答を示さぬ限り一日韓友好関係は土台からゆさぶら

れる可能性があることを指摘。韓国側は，①現代史のわい曲部分を訂正する，

②来年度から使用する教科書にそれを反映させる；の2点が問題解決のぎり

ぎりの条件である’と説明し，古代，中世史はともかくi’現代史だけは速やかに

（できれば8・15の光復節まで，．遅くとも8月末までに）わい曲を訂正するよ

う要求したσある政府筋は「生き証人のいる現代史は絶対に訂正してもらわな

’ぐては問題は解決しない」「韓国側は文部省の検定制度そのものに是正を求め

ている訳ではないのになぜこだわるのか」と強い不満をもらしたといわれる。

　8・12　韓国での抗議行動，さらに全国に波及。反目感情高まる一方。・．

　在ソウル大使館前で，中年男性が日本人を糾弾して焼身自殺を図り未遂に終

わる。日本人観光客の多い済州島で，海水浴場の飲食店が一斉に丁日本人お断

り」の張り紙。韓国放送公社（KBS）が光復節特集として11日夜「長い長い36

年」習題するテレビ番組を放映じポ逆さき泣り怪さ・れた朝鮮汰思想犯主拷間を受．

けゐ女性などの姿を生々しく映じ出漆議韓国の第章野党蚕ある・国民党｝ま詰教黍｝

　　　　　　　　　　　　　　　　一江87，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫珊ξ



論わ幽問題が解決されな・・かぎり，騨・醸櫟爺蹴滴臓額

翻絵をボねジトす詣渋ご1・日：；’旙議穣類鋪翻割弾集

会」を開く。

　江原道江陵市で大韓仏教曹渓宗の指導者400人余が大会を開き・日本を糾弾

する決議と，日本の仏教徒に送るメッセージを採択。同市で大韓老人会江陵支

部の500人も糾弾大会を開く。

　、これらの高まる韓国民衆の抗議行動に関し，『朝日』82年8月13日付「反

　日感情高まる一方」は，以下のように解説している6’「（韓国での）抗議集会

　や目本人ボイコット運動は日を追って全国へ拡散している。韓国民め最大の

不満は，生き証人のいる現代史を『なぜ，わい曲するのか』にある。1：50代以

上の世代は多かれ少なかれ，日本支配時代の苦しみを体験しているいその記

憶が鮮やかなだけに教科書わい曲eよ許せないとの気持ちが強い・知識層eまこ

　の事件に関連して日本の右傾化，植民史観や軍国主義の復活を警戒してい

　る。’そして，E本の次め世代が日本の侵略史を忘れ，軍事大国として復活す

　る恐怖を指摘する知識人は少なくない。そのうえ，『中国の了解さえ取り付

　ければ，、韓国は簡単に解決する』と見る日本政府への反発も強い。こうした

　世論の圧力で『慎重に見守る』方針だった韓国政府も強硬方針へ転換を迫ら

一

れた。ある政府高官は『もう反日感情は政府の抑制できる段階を超えた。わ

　れわれは日韓友好関係をなんとかして維持したい気持ちが強いが，．日本政府

　が具体的な是正をしないかぎり，問題解決の道はなくなった』と語ってい

る」、とo　　．　　　　　 ’．　　　　，：　t’　　　　 　’　　　　　　　　　・　　
’

　8・12　桜内義雄外相が「日韓共同コ’ミュ＝ケ（1965年）にある．（戦争責任に

ついての）基本認識が学校教育や教科書検定制度の運用に反映されていなかっ

たとするなら，遺憾であり’，早急に姿勢を正すことが必要だ」，という主旨の「外

湘所見」を公表。．　．、＿　㌦　　　，，t　　　　　　　　＿

○教科書記述め再修正要求に応ずるべぎだとするこの所見は，暗tc・，・「再修正に

応ずる志ことは検定制度◎崩壊寝涜癒功ミる小どする文部省の対応を批判した電

　蜘　　　　　　　　　　　　一188一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一正め5一て勝野）

め6文部省ほ乞あ外相所見の公表に強く反発1ン丁再改訂の権限は文相の専権事

項ゴとし℃あ’〈まで再改訂を拒否していく構え♂外相所見の内容は以下のと

おりである。’

　「今回，惹起された教科書問題を，わが国と近隣友好諸国、との相互信頼にか

　かわる重大な問題として受け止めており，中国，韓国の批判や国民感情，お

　よび政府Vベルでの申し入れも十分踏まえ，最善の対応策を見いだすべく，

　漸次，努力しているところである。

　　中副こついては；目下，外務省，文部省の関係局長が訪中し，申国政府と

　接触中であり，両局長の帰国報告を待って対応策を練る考えである。

‘　韓国については日韓共同コミュニケにある『過去の関係は遺憾でありジ深

　く反省している』との精神を常に念頭に置きyまた日韓基本関係条約締結の

．基礎をなす相互信me’；相互尊重の精神を堅持していくものだと考えている。

　　こうした日韓関係維持発展の原点となるべき基本認識が学校教育において

　も正しく反映されるべきことは当然であって’両国のゆるぎない信頼関係を

　構築していくためにも’，官民双方が，かかる考え方に立脚して努力する必要

があると考える。・’　tt　　”．　　／””　’一・・l　　　　r．．Z

　”’￥校教育や教科書検定制度の運用に当たり，上のような認識が反映されて

　いなかったとするならば，誠に遺憾であり，早急に姿勢をただすことが必要

一t だと思うっ（以下，略）」’∴　・．　t’

　8．・12、「．南京市の博物館で，陣国を侵略した目本軍の南京犬虐殺罪証史料展

．覧会」が始まる。　1　　・ビ∵：∵　ttt　　　　、ジ．　t・・、’　．．∴…∵、

　同展は大量の史料を使っで日本軍の虐殺行為をあばき出そうとする：ものでジ

．これらは，資料不足を理由に数字を隠したり，・中国人の抵抗の結果だと日本軍

の残虐行為を正当化しようと七たり，．こうじた、日本文蔀省に対して中国側が資

1料をつきつけた形になっている。、、

南京⑳史料館や博物館には；養咳前霞濾宜本牽謄よ渇弐虐殺⑳§己録が多数展宗

されてU・たが，最近はそあほとW懇頭姿を消じ七6・たξ’文部省による等歴庚あ

　　　　　　　　　　　　　　　司89≡　　　　　　　　　　　　撤



び，1つ1＞　一・尋　　工　　　、，べ．

改ざ細漉契劇砺て再び展示が始ま擁ものb－・品苦ぷ　　’一t一トニ∫t’：1

　8・・12　香港でも抗議行動が広がる∂　tt　I…　「’：’h”rl’t　t－

　11日，香港セントラル地区の商店街に「日本人客お断り」の張り紙。九竜タ

クシー協会が日本人乗車拒否の動き。「香港島・九竜労働組合連合会」が10日，

抗議集会を開く。

8・12　教科書問題に関する日中会談が終了し，橋本局長らが翌13日帰国。

　橋本恕・外務省情報文化局長，大崎仁・文部省学術国際局長らほ，呉学謙外

務次官；肖向前第一アジア局長らと，中国外務省で第二回会談を行い，話し合

いは終了した。橋本局長らは会談終了後に現地で記者会見し，橋本局長は丁訪

中の目的は教科書問題について日本大使館と意思疎通を図るということであっ

た。この目的は一応達成された。相互理解を図るため誠心誠意努力した」「（し

かし）これは問題の本質で成果がありたというものではない」とのべ，，大崎局

長は「教科書検定吟ういての文部省の真意を誠意をもって申し上げた」「中国側

との約束があり輌．会談内容については→切申し上げられない」とのべ，両局長

とも会談の「成果1については論評を避けた。中国側の新華社通信など各報道

機関は，両局長の訪中に関して一切報道していない。中国側は教科書の再改訂

を重ねてつよく要求し，教科書検定問題では依然，日中間に大きな違いが残さ

れたとみられ一6，・一一といわれゐゆえんである。

　その後の翌13日，両局長は結果を鈴木首相らに報告したあと，記者会見Lて

「中国の厳しい立場は変わつていない」、とのぺる。その報告のなかからξ申国側

は「中日共同声明の認識が日本の学校教育や教科書に十分盛り込まれ羅いると

いう説明に，、自分たちと．しては釈然としない」との立場を崩さず；とくに「自

分たちは，日本め教科書の編さん自体や日本の主権に属することについてとやか

くいううもりはない6しかし自分たちは，現実に過去の日本の行動によloて甚

大な影響綬けている・そうい朔実は今日もいろいろな鞍や記鰍して警

亘竣顛萢ぷ嚢の歴豪的秦実や記録は変鳶るわけにはいかない」遮く：り返㊤力説

‘1し大謬等煮益ごさ㌫㌘≡・、㌦㌻、㍉，・／5・・t・・二cほ＼㌧二・［・’L　　　　　　Fr－；’・）’『ここ

　＃2．　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　ggo　一一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題一1の5－（勝野），

ご三β國2達：米国緯『汐リxチャご潔ば漬イza　Eンス頂．モこ≒タ・門』1が社説「日本の教・

科書騒動」を掲載。　　・一∴㌧＼・い〉弐（：、撒い匠○　：：・∵　・：：＝t　・’・it・t二

．
社説は・「過去の出来事をわい曲して教え込むと，日本の将来の世代は未来の

課題にうまく取り組めないだろう」と警告6それはまた，日本の歴史の書き換

えは，・日本の中国・朝鮮侵略を」「美化」するものであり，・t文部省の「国家的政

策である」と指摘し，さらに工外国の反発や上からの統制でなく，教師やマス

コミ世論が下から思想統制を防ぐぺきだ」とのぺる。

　8・12　朝鮮民主主義人民共和国．〈北朝鮮）の労働党機関紙『労働新聞』が

小川文相・松野長官らを批判。

　伺新聞の論説は二「日本反動ρ教科書改悪」にっいて「H本人民の根強い反戦・

感情を除去し，軍国化と戦争準備を急ぐための思想攻勢である」1と，一日本の政

府・文部省の対応を痛烈に批判。論説は之く・に；①小川文相は最近の記者会

見で「教科書の記述を変える考えはない」と公言した，②松野長官は，・かつ

て日本が朝鮮を植民地化し，・大陸を侵略したのほ“不可避のことだ”・と言い，’

日本帝国主義のアジア侵略を正当化したξと指摘し，．Fこれは日本反動支配層

の本心を露呈したものだ⊥と，両相の発言を北朝鮮としkは初めて公然と批判

した6　　　－　　．　・一　・．．「回i、’・一　；「・．／・三・＝　　・　　　一一

　8・12、『毎日』社説「体面論は逆に体面を汚す」が丁過ちを卒直に認め上

教科書再改訂の要求に一日も早く沿え」と要求。ごド　　　　　t’；’．二1，蔦

、、「つきあいの深い2つの隣国から・日本は責められうづけているbl．申国i－’韓国

の言い分は筋が通つているが，政府は対応に困惑じ；両国との関係が日増しに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよくざいかん
ζじれるのが，教科書問題の現状である」で始ま、るこの社説は，・注ず；「膿罪感

の稀薄化」一を指摘する。’「かつでの戦争が侵略であるs’という認識はあっ呈も∬

経済繁栄による大国意識と時間の経過のなかで，しょく罪感が薄れがちになら

ていた止のだから，「日中共同声朋と：目韓共同コ、ミ：aニケに盛りごまれた『反

省』幽違言葉が・・最初から難蚕醐の亡饗は勧浸寧殖う磁第に旬ヒ，

したのではな塾のか・ときまざ毒醇毒ぬた蒸ら麺繊佳方がな凶織バ浅■れ

　　　　　　　　　　　　　　　一斑三　　　　　　　　　　　　1嬉



　，三ぷ｝’，－1　、》　・・、・t’1”　］コ

螺廼寧のトラ｛Z／Vは，日本人rc・．／と：・P：て「『日本』という国の過去を改め海見直

すきっかけを与えたという意味で教訓的だった」という。　　1…・≡一

　　このトラブルが，80年代日本の教育問題を，戦後日本の教育史のなかで，

　とりわけて戦前からの日本の教育史のなかで，とらえる必要を強烈に自覚せ

　しめたという意味において，極めて「教訓的」であった。上記『毎日』社説

　は，「今回，両国の厳しい批判に直面して，はじめてコトの重大さに気づい

　た国民も少なくないのではないか」とのべているが，’戦前日本の「犯罪」に

　，Oいての認識をあらためて迫つたものとして，このbラプルの’もつ意味ぽ深

　刻である。

　ついで社説は，］、「とにかく両国との信頼を回復するたあには，過ちを卒直に

認め，教科書再改訂の要求に一日も早く沿うのが唯一の方法だ。しかしi政府

は踏み切れずに，内部の混乱だけが目立っている。これでは，相手側の不信が

っの、る．ばか．りだ」と警告し，lH本政府の対応（外圧論・体面論に立っての）をb

ぎのように批判したσ第一δ政府部内には外国の要求・抗議によって再改訂に

応ずれば「権威が損なわれる」という意見があるが，中・韓両国の批判を・「外

圧と受けとめるのは間違ρている。外圧には，応じにくい無理難題という響き

がこもっているが，教科書問題はそうした国益の対立に類することとは次元が

異なる。．抗弁しようのない日本側の弱点を突かれたのである。．『外圧だ止と身

構える態度には，この問題を教訓的にとらえる謙虚さが欠けている」。第二。

体面にかかわるとして「日本のメンツがたたない」とする意見もあるが，この

「反応め仕方にも，同様に過去の侵略戦争に対する反省が薄いことをう’一かがわ

せる。．確かに個人間のもめごとと違い，他国に指弾されて改めるのは体面上も

好ま．しくはない。だがetそれを超えることこそが，目本の誠意を裏づけるので

　｝まなv．，、カ5」o、　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　’　・

：／t・外圧論・体面論の過ちはどこにあるか。元来，文部省検定に対する国外か

瀕繊判は，娘略」等の行為薫緩随の囎の不足から鋤舗為の犯罪

・遁重雄につ懸の認識の砿がら・・gsじたものである・本来ピより深唖

　　　巫“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一重92一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L．教科書問題一皿の5－（勝野）

軍省力靖釜的舗塞稼葡淀宏きれ苛当蒸壱募ら楚溺であ漬6泡壱茎が文部省積定

司ま；・そ乳楢怠言窮港彦：潜「5諸あ敢縞剖淀酷書苛歩亮戦差坊馨蕩

　る。あるいは，真実の陰蔽を開始し，平和・民主・人権め教育の達成を宣言

　した教基法制の理念に対し，それと決定的に訣別する道を歩み始めたのであ

　る。一見すると，もしも80年代日本の教育政策が平和・民主・人権の教育の

　達成に向かって歩き始めたとするなら，そうした教育政策の方向転換は「外

　圧」に屈したようにみえるかもしれない。しかし，そうした方向転換は元

　来，戦後日本の教育法制の要請しているところであって，その意味で「戦後

　教育の原点」に立ち帰ることに過ぎないのである。そうだとすれば，上記の

　外圧論・体面論の誤りは，それが「外圧に屈するな」という名のもとに，教

　基法制の理念に挑戦し反逆する教育政策の推進を後押ししようとするものに

　ほかならないという点にある。

　8・13　教科書問題につき，レーガン米大統領も懸念を表明。

　『USアジア・ニューズ・サービス』の記者の質問「日本帝国の中国侵略や

韓国占領統治，ざらには真珠湾攻撃などに関する歴史の改訂問題について，大

統領はどんな個人的見解を持っているか」にたいして，大統領が第三国間で論

議の的になっている問題に言及するのはきわめて異例のことながら，この質問

に答え，まず「これは過去の歴史にさかのぼらなければならない問題だ。もち

ろんそれは悲劇の時代である」と前置きしたあと，「当時の日本は，今の体制

とは違う哲学を持っていた。あの時代についてわれわれが忘れ，あるいは許す

能力を持ち得てきたという事実，また，われわれが現在のような良き友人とな

った事実こそ，われわれがもっと関心を寄せるべき事柄だと思う」とのべる。

かっての日本の行為を「許すこともできる」という言い回しで，犯罪的行為と

みているアメリカの見解を明確に示したもの。このあと「個人的見解」として

『戦争当時の双方が持っているであろう感情について，それは悲劇を導いたも

のだが，蒸し返すということはしたくない」一と語り，そうした感情を蒸し返す

ことで友好関係を崩す必要はない，との懸念を表明。

　　”　　　　　　　　　－1齢　　　　　　　　　　　鍾
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